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第9回鳥衝突防止対策検討会以降の取り組み

鳥類の生態に関する監視体制の強化 防除体制の強化

鳥衝突情報データベースの構築及び情報提供

鳥類の生態に関する監視体制の強化 防除体制の強化

夜間における防除機器に関する調査・導入

鳥衝突データベースの公開（平成23年7月）
・インターネットによる鳥衝突情報の報告の開始
・鳥衝突情報、各空港の取り組み状況等の情報 など、
あらゆる情報のホームページ上での公開

東京国際空港のバードパトロール24時間化
（平成22年10月）

・東京国際空港でバードパトロール24時間化
・大音響発生装置による夜間防除開始

DNA/羽毛鑑定による鳥種特定調査

DNA等による調査の継続実施・データの活用

大音響発生装置による夜間防除開始

鳥生態調査 各空港 展開（平成 年度）

その他

鳥検知機器の導入

等 よる調査 継続実施 デ タ 活用

導入へ向けた検討（平成24年3月予定）

鳥生態調査の各空港への展開（平成22年度）
平成22年度 新千歳、北九州、鹿児島空港にて実施。

環境対策の実施
東京国際空港におけるコアジサシ対策（吹き流し設置等）。

指導体制の強化

導入 検討（ 成 年 月予定）
東京国際空港で実施した生態調査結果などを踏まえ、

鳥検知機器導入に向けた作業を進めていく。

その他空港においても経費状況によって、鳥を寄せ付けな
い対策（水場管理等の環境対策）について検討する。

指導体制の強化

全国空港の防除レベルの底上げ（検討会による直接指導）

現地対策研究会の継続開催（平成21年度～） 鳥衝突防止計画ガイダンスの策定現地対策研究会 継続開催（平成 年度 ）
（平成21年11月北九州、平成22年12月東京国際、
平成23年2月 佐賀・宮古空港で開催）
鳥出現が多い時期の現地対策研究会の開催時期を変更し、
WGで選定した空港において引き続き実施する。

鳥衝突防 策定
来年度の検討会を目途に、これまでの取り組み結果及び

ICAO Doc9137『Wildlife Control and Reduction』指針案等
も参考とした、鳥衝突鳥衝突防止計画策定の雛形（ガイダンス）
を検討会WGで検討していく。
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鳥衝突防止計画ガイダンスの策定（案）

鳥衝突防止計画ガイダンスの策定方針（案）鳥衝突防 計画 イダン 策定方針（案）

我が国における
鳥衝突防止対策検討会の提言や

これまでの取り組み

ＩＣＡＯ DOC9137(*)
『Airport Services Manual』第3部
「Wildlife Control and Reduction」

空港管理者が効果的な鳥衝突防止計画を策定するため、これまでの鳥衝突防止対策検討会
における提言や取り組み状況、並びに鳥衝突防止対策のベストプラクティス等をとりまとめ、

防除業務にはじめて従事する者への教育訓練や啓発資料としての活用も視野にした指針（案）

(*)第3版に基づき、また
第4版ICAOドラフト案を参
考として、

ガイダンスとして積極的に
取り入れていく方針予定。防除業務にはじめて従事する者への教育訓練や啓発資料としての活用も視野にした指針（案）

鳥衝突防止計画ガイダンス策定スケジュール（案）

ガイダンス（案）の試行

検討会ＷＧでドラフト版の策定

成 年度
平成２４年度

平成２３年度
鳥衝突防止対策検討会

鳥衝突防止計画ガイダンス
策定方針の確認

平成２４年度
鳥衝突防止対策検討会

鳥衝突防止計画ガイダンス
（ドラフト版）の提示、

試行検討

平成２５年度
鳥衝突防止対策検討会

鳥衝突防止計画ガイダンス
の策定承認策定方針 確認

試行検討 の策定承認
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第10回鳥衝突防止対策検討会

１．概要
　　　　鳥衝突防止対策検討会は、「鳥衝突防止対策検討会設置要綱」（国空用第218号、平成14年1月15日付）
　　　に基づき、毎年1回以上開催することとされており、例年年度末の3月期に開催されてきたところである。
　　　　今般、東日本大震災の影響を受けて平成22年度の鳥衝突防止対策検討会が開催できなかったことも踏まえ、
　　　本検討会の提言がより効果的に鳥衝突防止対策に反映できるような開催時期変更等を検討する。

２．検討事項
　（１）鳥衝突件数の公表について
　　　　　鳥衝突件数は暦年分を速報値として事務局でとりまとめて検討会へ報告した後、検討会資料とともに
　　　正式データとして空港管理者あて通知し、あわせて国交省ホームページにも公表してきたところである。
　　　　　今般、平成23年7月に運用開始された鳥衝突情報共有サイトによって、空港管理者は自空港で発生した
　　　鳥衝突の詳細を含めて、検討会開催時期によらず常時鳥衝突件数を把握できるようになった。
　　　　　国交省ホームページへの鳥衝突件数の公表方法等について検討する。

　（２）現地対策研究会について
　　　　　検討会委員が直接現地で指導する現地対策研究会については、検討会WGで対象空港を選定したうえで、
　　　実施し、鳥衝突防止対策検討会における議題としてきたところである。
　　　　（実績：平成21年度　11月北九州、　平成22年度　12月東京国際、　1月佐賀、　2月宮古）
　　　　　鳥出現が少ない時期よりも、鳥出現が多い現況を検討会委員が視察し、指導を受けた方が予防的かつ
　　　　スピード感をもった対策を講じることができるため、現地対策研究会の開催時期変更を検討する。

　（３）鳥衝突防止対策検討会について
　　　　　年度ごとに契約している有害鳥類防除業務請負（平成24年度からはDNA等鳥種特定調査も想定）は、
　　　契約手続のため例年12月ころに翌年度仕様を検討している。
　　　　提言を仕様に反映させることができるように鳥衝突防止対策検討会の開催時期変更を検討する。

３．変更案
　（１）鳥衝突件数の公表について

暦年の鳥衝突件数を事務局でとりまとめて速報値として鳥衝突情報共有サイトに掲載し、3月ころを目途に
　　　　検討会各委員へメール等により確認した後、正式データとして国交省ホームページへ公表することとしたい。

　（２）現地対策研究会について
　　　　　前年度の鳥衝突防止対策検討会において選定方針を確認したうえで、検討会WGを4月ころ開催して
　　　　対象空港を選定し、多発期又は多発期前（5-9月ころ）に現地対策研究会を開催することとしたい。
　　　　　なお、現地対策研究会の経過は鳥衝突防止対策検討会にて報告することとする。

　（３）鳥衝突防止対策検討会について
　　　　　月別の鳥衝突件数は例年6月～11月にかけて、月100件を超える多発期となっている。
　　　　　多発期の鳥衝突状況結果を受けて、次年度契約に検討会の提言を反映できるように、原則として11-12月
　　　　に開催することとしたい。なお、突発的な事案については臨時に検討会を開催することができる。

鳥衝突防止対策検討会の開催時期変更等について(案)
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